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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械操作設定情報を決定するシステムであって、当該システムは、
　人の睡眠品質に関する情報を伝達する睡眠品質データを入力するためのデータインター
フェースと、
　前記人の睡眠品質を示す睡眠品質指示情報を前記入力された睡眠品質データに基づいて
決定する睡眠品質評価ユニットであって、前記睡眠品質指示情報は無呼吸又は呼吸低下事
象の数に基づいて決定される睡眠品質評価ユニットと、
　前記人による機械の意図される操作前に、前記人による前記機械の許可された操作を示
す機械操作設定情報を前記睡眠品質指示情報に基づいて決定する安全ユニットと、
を有し、
　前記安全ユニットは、前記睡眠品質指示情報を、前記人の日中の眠気を前夜の眠りと相
関させて決定した閾値と比較して、前記機械操作設定情報を決定し、
　前記機械操作設定情報は、前記機械の操作に対する制限又は制約を示し、前記機械の何
の機能が前記人によりアクセスすることができるか及び該機能の各々を何の程度アクセス
することができるかを定めるアクセス可能機能範囲を記述した値を含む、
システム。
【請求項２】
　前記機械と通信すると共に前記機械の操作を前記決定された機械操作設定情報に基づい
て制御するための機械インターフェースを更に有する、請求項１に記載のシステム。
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【請求項３】
　前記睡眠品質データが、前記人による前記機械の意図される操作前の或る期間の間に決
定されたデータを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記睡眠品質データが、脳波図、眼電図、筋電図、心電図、口及び／又は鼻気流、鼾音
量、眼球運動のレベル並びに身体運動のレベルを表す１以上の信号を含んだ前記人の睡眠
ポリグラムを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記睡眠品質データが、前記人の睡眠期間中の無呼吸及び呼吸低下事象についての直接
的又は間接的情報を伝達するデータを含み、
　前記睡眠品質評価ユニットが、前記人の無呼吸／呼吸低下指標の推定値を決定する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記睡眠品質評価ユニットが前記睡眠品質指示情報をニューラルネットワーク解析に基
づいて決定する、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記機械操作設定情報は、前記機械の最大運転持続時間、前記機械に前記人と共に搭乗
することが許容される乗客の数、前記機械の最大荷重、前記機械の休憩無しでの運転期間
、前記機械の運転速度、前記機械の１以上の可動部分の最大操作速度、前記機械の運転中
の前記人の最少所要休息時間、又は前記人に対する所要の休止及び／若しくは前記人の所
要の監視の数及び／若しくは期間のうちの１以上を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記データインターフェースは前記睡眠品質データに加えて前記人の病状の進展を示す
医療履歴データを更に入力し、
　前記睡眠品質評価ユニットは前記睡眠品質指示情報を前記入力された睡眠品質データ及
び前記医療履歴データに基づいて決定する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記睡眠品質データを少なくとも部分的に形成する少なくとも１つのセンサ信号をキャ
プチャするために前記データインターフェースに接続された、
　前記人の動きを示すセンサ信号をキャプチャするための加速度センサ、
　前記人の目の動きを示すセンサ信号をキャプチャするためのカメラセンサ、
　前記人の呼吸を示すセンサ信号をキャプチャするための流量センサ、
　前記人の呼吸音を示すセンサ信号をキャプチャするための音響センサ、
　前記人の血中酸素飽和度を示すセンサ信号をキャプチャするための血中酸素濃度センサ
、及び
　前記人のバイタルサインを示すセンサ信号をキャプチャするための光電式容積脈波記録
センサ、
のうちの少なくとも１つを更に有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　呼吸可能ガスの加圧流を発生する圧力発生器、
　前記呼吸可能ガスの加圧流を前記人に供給するための患者インターフェース、及び
　前記人の呼吸を示すセンサ信号をキャプチャするための流量センサ、
を含む圧力支援システムを更に有し、
　前記流量センサが前記データインターフェースに接続され、前記センサ信号が前記睡眠
品質データを少なくとも部分的に形成する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記機械の操作を前記決定された機械操作設定情報に基づいて前記許可された操作に限
定するインターロック装置を更に有する、請求項１に記載のシステム。
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【請求項１２】
　請求項２に記載のシステムと通信すると共に人による前記機械の許可された操作を示す
機械操作設定情報を受信するための安全システムインターフェースであって、前記機械操
作設定情報が前記機械の何の機能が前記人によりアクセスすることができるか及び該機能
を何の程度アクセスすることができるかを定めるアクセス可能機能範囲を記述した値を含
む安全システムインターフェースと、
　前記機械の操作を前記機械操作設定情報に含まれる前記値に基づいて前記許可された操
作に限定するインターロック装置と、
を有する、機械。
【請求項１３】
　機械操作設定情報を決定する方法であって、当該方法は、
　人の睡眠品質に関する情報を伝達する睡眠品質データを入力するステップと、
　前記人の睡眠品質を示す睡眠品質指示情報を前記入力された睡眠品質データに基づいて
決定するステップであって、前記睡眠品質指示情報は無呼吸又は呼吸低下事象の数に基づ
いて決定される、ステップと、
　前記人による機械の意図される操作前に、前記人による前記機械の許可された操作を示
す機械操作設定情報を前記睡眠品質指示情報に基づいて決定するステップと、
を有し、
　前記機械操作設定情報を決定するステップにおいて、前記睡眠品質指示情報を、前記人
の日中の眠気を前夜の眠りと相関させて決定した閾値と比較して、前記機械操作設定情報
を決定し、
　前記機械操作設定情報は、前記機械の操作に対する制限又は制約を示し、前記機械の何
の機能が前記人によりアクセスすることができるか及び該機能の各々を何の程度アクセス
することができるかを定めるアクセス可能機能範囲を記述した値を含む、
方法。
【請求項１４】
　コンピュータ上で実行された場合に該コンピュータに請求項１３に記載の方法のステッ
プを実行させるプログラムコード手段を有する、コンピュータプログラム。
【請求項１５】
　前記睡眠品質指示情報は、無呼吸事象の数、呼吸低下事象の数、及び前記人が眠った時
間量に基づいて決定される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記機械の前記意図される操作が始まるように、前記人の携帯デバイスからの安全コー
ドの受信を支援する第２のデータインターフェースを更に有する、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１７】
　前記睡眠品質指示情報は、無呼吸事象の数、呼吸低下事象の数、及び前記人が眠った時
間量に基づいて決定される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記機械操作設定情報は、前記機械の最大運転持続時間、前記機械に前記人と共に搭乗
することが許容される乗客の数、前記機械の最大荷重、前記機械の休憩無しでの運転期間
、前記機械の運転速度、前記機械の１以上の可動部分の最大操作速度、前記機械の運転中
の前記人の最少所要休息時間、又は前記人に対する所要の休止及び／若しくは前記人の所
要の監視の数及び／若しくは期間のうちの１以上を含む、請求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、安全支援システム及び対応する方法並びに安全支援システムに基づいて制御
される機械に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　閉塞型睡眠時無呼吸症候群（ＯＳＡ）は、上気道の閉塞又は部分的閉塞及び肺への空気
通路の制限に通常起因する睡眠障害を指す。ＯＳＡは、睡眠の間における反復的な呼吸の
停止又は浅く且つ不定期な呼吸の症例を特徴とし、通常は血中酸素飽和度の低下に関連付
けられる。このような呼吸の停止（無呼吸と称される）は、典型的に、２０～４０秒継続
する。余り重症ではないが、しばしば、肺内への空気の移動量の減少及び血液中の酸素レ
ベルの低下を生じさせるものは、過度に浅い呼吸又は異常に少ない呼吸数の症状である（
呼吸低下と呼ばれる）。上気道の閉塞は、通常、睡眠中に発生する身体の筋緊張の低下に
より生じる。人の気道は軟組織の壁からなり、該壁は睡眠中に陥没し、これによって呼吸
を妨げ得る。舌の組織は睡眠中に喉の後部に向かって移動し、これにより空気の通路を閉
鎖する。従って、ＯＳＡには通常は鼾が伴う。
【０００３】
　ＯＳＡに対する種々の侵襲的及び非侵襲的治療が知られている。最も強力な非侵襲的治
療の１つは、患者の気道を開状態に維持するために該患者の気道を介して清浄な空気、酸
素又はこれらの改良物を加圧された又は加圧されない態様で吹き込む装置（ＣＰＡＰ装置
又はＢｉＰＡＰ装置）を患者が用いる持続的気道陽圧法（ＣＰＡＰ）又は二相性気道陽圧
法（ＢｉＰＡＰ）の使用である。
【０００４】
　ＯＳＡの及び気道陽圧（ＰＡＰ）装置による治療の１つの影響は、患者の睡眠品質が悪
影響を受け得ること、及び患者が朝余り休息していないと感じ得ることである。従って、
ＯＳＡ患者は日中に眠気によるミスを犯す危険性がある。このようなミスは、眠気を伴う
人が例えば自動車等の機械を操作する場合に特に危険であり得る。
【０００５】
　これに対処する１つの可能性のある方法は、車内医療監視の概念である。２０１０年５
月２０日発行のJournal of Diabetes Science and Technology, Volume 4におけるKerr他
による論文“Driving with Diabetes in the Future: In-Vehicle Medical Monitoring”
には、糖尿病患者に対する研究が提示されている。著者は、車両を運転することは、認識
的、運動的及び感覚的技能の複雑な協調を要すると主張している。これらの側面は、糖尿
病自体により悪影響を受け得るものであり、低血糖症が運転する糖尿病の人にとっての主
たる懸念である。著者は、自動車を生理学的及び臨床的情報を収集並びに供給する装置と
して使用し、このことが、運転中における医学的不慮の出来事の機会を減少させることに
より一層多くの人が一層安全に運転することを可能にし得るという概念を示している。こ
れは、安全な運転に対して影響があり得る数々の症状の危険性を伴う糖尿病を患っている
人にとり特に関係がある。車内医療監視の発展は、安全性を基本的価値観として有する２
つの産業の間の新規な協力のための新たな機会を提供している。
【０００６】
　更に、米国特許出願公開第2013/0158423号公報には、モバイル健康装置が開示されてい
る。モバイル装置付属品に組み込まれた、心電図（ＥＣＧ）及び心拍数変動監視なる当該
心臓の電気的フットプリントを収集するシステムが提示されている。該ＥＣＧ信号は、好
都合には、収集されると共に当該モバイル装置を介してサーバに送信され、通常の日常生
活の間において携帯性があり且つ快適な、正確な心拍数変動の生体フィードバック測定を
提供する。提示されたシステムは、正確な心拍数変動測定が必要とされる、健康、瞑想、
くつろぎ、スポーツ及びフィットネス訓練並びにストレス解消治療等の用途のための信頼
性のあるツールを提供すると主張されている。
【０００７】
　しかしながら、車内監視又はモバイル監視装置の努力にも拘わらず、ＯＳＡ患者及び居
合わせる人にとり、該ＯＳＡ患者が自動車の運転中に又は他の機械の操作中に眠気に襲わ
れた場合に危険であり得るという問題は残っている。
【０００８】
　米国特許出願公開第2009/0005652号公報は、睡眠品質指標に基づいて対象者の行動への
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移行を管理する方法及びシステムを開示している。睡眠品質指標は、対象者に関する現在
及び過去の生理学的データ、以前の睡眠品質指標を含む当該対象者に関する種々の生理学
的データを含むことができる。対象者の行動への移行は、該対象者の個人的特徴に基づい
て又は該対象者の素生に基づいて制限することもできる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、上述した欠点を克服する改善された安全支援システム及び対応する方
法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１態様においては安全支援システムが提供される。該システムは、
－　人の睡眠品質（sleep quality）に関する情報を伝達する睡眠品質データを入力する
ためのデータインターフェースと、
－　前記人の睡眠品質を示す睡眠品質指示情報（sleep quality indicator）を前記入力
された睡眠品質データに基づいて決定する睡眠品質評価ユニットと、
－　前記人による機械（machine）の許可された操作を示す前記人のための機械操作設定
情報（machine operation settings）を前記睡眠品質指示情報に基づいて決定する安全ユ
ニットであって、該機械操作設定情報が前記機械のどの機能を前記人によりアクセスする
ことができるか及び該機能をどの程度アクセスすることができるかを定めるアクセス可能
機能範囲を記述した値を含む安全ユニットと、
を有する。
【００１１】
　他の態様においては安全支援方法が提供され、該方法は、
－　人の睡眠品質に関する情報を伝達する睡眠品質データを入力するステップと、
－　前記人の睡眠品質を示す睡眠品質指示情報を前記入力された睡眠品質データに基づい
て決定するステップと、
－　前記人による機械の許可された操作を示す前記人のための機械操作設定情報を前記睡
眠品質指示情報に基づいて決定するステップであって、該機械操作設定情報が前記機械の
何の機能を前記人によりアクセスすることができるか及び該機能を何の程度アクセスする
ことができるかを定めるアクセス可能機能範囲を記述した値を含むステップと、
を有する。
【００１２】
　更に他の態様では、機械が提供され、該機械は、
－　上述した安全支援システムと通信すると共に人による前記機械の許可された操作を示
す機械操作設定情報を受信するための安全システムインターフェースであって、前記機械
操作設定情報が前記機械の何の機能を前記人によりアクセスすることができるか及び該機
能を何の程度アクセスすることができるかを定めるアクセス可能機能範囲を記述した値を
含む安全システムインターフェースと、
　前記機械の操作を前記機械操作設定情報に含まれる前記値に基づいて前記許可された操
作に限定するインターロック装置と、
を有する。
【００１３】
　本発明の更に他の態様においては、コンピュータプログラムが提供され、該コンピュー
タプログラムは、コンピュータ上で実行された場合に該コンピュータに本明細書で開示さ
れる方法のステップを実行させるプログラムコード手段を有する。また、コンピュータプ
ログラム製品を記憶する非一時的コンピュータ読取可能な記録媒体も提供され、該コンピ
ュータプログラム製品は、プロセッサにより実行された場合に、本明細書に開示された方
法が実行されるものとする。
【００１４】



(6) JP 6629199 B2 2020.1.15

10

20

30

40

50

　本発明の好ましい実施態様は、従属請求項に記載されている。請求項に記載された方法
は、請求項に記載されたシステムの従属請求項に記載されたものと同様の及び／又は同一
の好ましい実施態様を有すると理解されたい。
【００１５】
　本出願では、機械の使用者及び居合わせる人の安全を増加させるための安全支援システ
ムが提供される。人の睡眠品質データが入力（受信）され、この人が車両等の機械を操作
することを可能にするほど十分に良く眠れたか否かが判定される。この判断は、人がどの
程度良好に眠れたかを示す睡眠品質指示情報（指示子）に基づくものである。当該システ
ムが当該人の睡眠品質は十分でなかったと判定した場合、当該機械の操作は制限され得る
。特に、当該人が当該機械をどの程度又はともかく操作することができるかを示す機械操
作設定情報（設定値）が決定される。可能性のある制限は、最大使用持続時間、速度、運
ぶ荷又は乗客の数等を含む。
【００１６】
　本発明の１つの利点は、関連するデータ（即ち、人の睡眠品質に関する情報を伝達する
データ）が、当該人が機械を操作することが安全であるか否かの判定のための基準（基礎
）を形成するということである。上記機械操作設定情報の決定は睡眠品質に直接関係する
入力に基づくものであり、該入力は本明細書で提示されるシステムによれば人の現在の眠
気に関する指示子として使用される。
【００１７】
　本発明の他の利点は、人の睡眠品質を評価するために複数の異なるデータを使用するこ
とができるということである。決定された機械操作設定情報、即ち当該機械を人がどの様
に使用することができるかについての情報は、この場合、機械の使用を直接制限又は限定
するために使用することができるか、又は、例えば当該人に機械を使用すべきかを再考す
べきとのフィードバックを供給するために、更に処理することができる。このように、直
接判定を行い、それに応じて機械を制限するか、又は決定された機械操作設定情報により
示されるように機械を操作するよう人に単に提案することができる。
【００１８】
　本明細書で提示される安全支援システムを含む機械は、該機械を使用する人及び該機械
の近傍にいる他の人の両方の安全を増加させることができる。例えば、保険会社は、保険
契約者が保険料率の減額を得るために本明細書に記載されるシステムを使用することを要
求することもあり得る。
【００１９】
　好ましい実施態様において、当該システムは、前記機械と通信すると共に該機械の操作
を前記決定された機械操作設定情報に基づいて制御するための機械インターフェースを更
に有する。
【００２０】
　決定された機械操作設定情報が斯様なインターフェースを介して機械に供給される場合
、該機械は該決定された機械操作設定情報を直に実施する、即ち該機械の機能を該設定情
報に基づいて制限することができる。この構成は、例えば、機械を操作する人が疲れてい
る場合に該機械を操作する人の安全のみならず、居合わせる人の安全も危険に曝されるよ
うな応用例で使用することができる。応用シナリオは、航空機又は列車等の多数の人を潜
在的に危険に曝す機械を含むことができる。この場合、決定された機械操作設定情報を適
切なインターフェースを介して機械に直接通知することが特に有効であり得る。この実施
態様の利点は、当該安全支援システムを使用する人の入力又は順守が必要とされないこと
である。当該システムは、決定された機械操作設定情報を機械に上記機械インターフェー
スを介して直接供給することができる。
【００２１】
　他の実施態様において、前記睡眠品質データは、人による機械の意図される操作前の或
る期間の間に決定されたデータを含む。
【００２２】
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　他の監視システムとは対照的に、本発明は人の睡眠品質に関する情報を伝達する睡眠品
質データを利用する。このようなデータは、有利には、人が機械を操作しようとする前の
夜間又は数時間等の、機械の意図する操作前の或る期間内に決定される。システムが実時
間データ（即ち、人が機械を操作する間にオンラインで決定されるデータ）を利用する場
合、該人は当該機械を既に操作しているので危険な状態を防止するには既に遅過ぎ得る。
この実施態様によれば、睡眠品質データは当該人が機械を操作する前に、即ち意図する操
作前に決定される。このことは、人が当該機械を操作し始める前に、該人が該機械を、と
もかくも又はどの程度操作することができるかの判断を行うことを可能にする。これによ
り、疲れた人が機械を操作することによる事故を防止することが可能になり得る。
【００２３】
　他の実施態様において、前記睡眠品質データは、脳波図（electroencephalogram）、眼
電図（electrooculogram）、筋電図（electromyogram）、心電図（electrocardiogram）
、口及び／又は鼻の気流、鼾音量、眼球運動のレベル並びに身体の動きのレベルを表す１
以上の信号を含んだ前記人の睡眠ポリグラム（polysomnogram）を含む。
【００２４】
　このような睡眠ポリグラムは、通常、睡眠検査室で実行される睡眠検査の結果である。
しかしながら、睡眠ポリグラムは家庭で決定することもできる。利用可能なセンサに依存
して、睡眠ポリグラムは種々の信号を有し得る。ここで使用される場合、１つの信号は時
間にわたる１つの測定の進展に対応する。上記複数の信号は当該睡眠品質データを形成す
る。これら信号の各々は、人の睡眠品質に関する情報を伝達することができる。各信号の
重要さは、実験的研究から又は医療実施者（即ち、医師、看護師、介護士等）の評価に基
づいて決定することができる。脳波図、眼電図、筋電図又は心電図は、通常、人の種々の
身体部分に取り付けられる１以上の電極により測定される。口及び／又は鼻の気流は、例
えば、人の気道の近傍に配置される流体センサにより測定することができる。鼾音量は、
例えば、音響センサ（即ち、マイクロフォン）により決定することができる。眼球運動の
レベルは、例えば、人の目又は瞳に向けられたカメラにより決定することができる。身体
の動きのレベルは、例えば、人に又は該人と接触する物体に取り付けられた加速度センサ
により決定することができる。これらの異なる信号の全ては、どの程度良好に又は劣悪に
睡眠しているかについての情報を伝達することができる。
【００２５】
　他の実施態様によれば、前記睡眠品質データは人の睡眠期間中の無呼吸及び呼吸低下事
象についての直接的又は間接的情報を伝達するデータを含み、前記睡眠品質評価ユニット
は前記人の無呼吸／呼吸低下指標の推定値を決定するように構成される。
【００２６】
　この場合、無呼吸又は呼吸低下事象についての直接的情報とは、例えば専用のシステム
（例えば、ＰＡＰ装置に含まれるシステム）により決定される、無呼吸又は呼吸低下事象
の数、強さ又は持続時間を直接的に表すデータを指す。これとは対照的に、間接的情報と
は、斯様なパラメータ自体を決定するために更なる処理を必要とする鼻の気流又は音響信
号のように、斯様なパラメータの推定値を得ることができる情報を指す。このような情報
が利用可能である場合、人の睡眠品質を評価する１つの可能性は、人の無呼吸／呼吸低下
指標（ＡＨＩ）を決定することである。この指標は、通常、事象（無呼吸及び呼吸低下）
の数を睡眠時間により除算することにより計算される。このＡＨＩ値は、人の睡眠品質に
関する尺度として使用することができる。ＡＨＩに含められるべき無呼吸事象に対する１
つの可能性のある定義は、少なくとも１０秒間持続する及び血中酸素濃度の所定の減少に
関連する事象である。呼吸低下に対する１つの可能性のある定義は、所定の閾値より低い
呼吸数である。この実施態様の主たる利点は、ＡＨＩが睡眠治療において標準的尺度とし
てしばしば使用され、概ね広く受け入れられた睡眠品質指示情報を表すということである
。また、種々のＰＡＰ装置は内蔵されたＡＨＩ機能を有している。
【００２７】
　ＡＨＩは、しばしば、鼻の圧力（鼻吸気圧）又は気流を記録及び評価することにより決
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定される。ＡＨＩを決定するための標準的臨床検査は前述したような睡眠ポリグラムを使
用し、人の無呼吸及び呼吸低下事象を正確に識別することを可能にする。鼻の圧力に基づ
いてＡＨＩを決定することについての研究は、Thorax，1999年６月;54(6):506-10のSerie
s F.他による「睡眠時無呼吸症候群の診断における鼻気圧記録」に示されている。鼻の気
流の使用に関する研究は、Computer Methods and Programs in Biomedicine Volume 91, 
Issue 3, Pages 199-207,September 2008のHan他による「二次微分法を用いた単路鼻気流
からの無呼吸事象の検出」に示されている。
【００２８】
　好ましい実施態様によれば、前記睡眠品質評価ユニットは前記睡眠品質指示情報をニュ
ーラルネットワーク解析に基づいて決定するように構成される。
【００２９】
　このようなニューラルネットワーク又は人工ニューラルネットワークは、初期的に未知
の出力に対し、新たなデータに対して予測される出力を供給するために利用可能なデータ
及び関連する出力に基づいて訓練される学習アルゴリズムに相当する。通常、所謂ニュー
ロン又は相互接続ニューロンの数及び接続構造が定義された適切なネットワーク設計が選
択されねばならない。次いで、利用可能な睡眠品質データが医療実施者により決定された
睡眠品質指示情報に関連付けられる訓練フェーズが実行される。即ち、利用可能な睡眠品
質データ及び斯かるデータの関連する出力（睡眠品質指示情報）が当該ネットワークを訓
練するために使用される。次いで、このネットワークは他の入力データ（睡眠品質データ
）の結果（睡眠品質指示情報）を予測するために使用することができる。特に、ニューラ
ルネットワークは患者のＡＨＩを決定又は予測するために使用することができる。例えば
、ＡＨＩを予測するためにニューラルネットワークを使用する方法は、Sleep. 1999 Feb 
1;22(1):105-11のel-Solh AA他による「睡眠時無呼吸におけるニューラルネットワークの
有効性」に示されている。
【００３０】
　好ましい実施態様において、前記安全ユニットは前記の決定された睡眠品質指示情報を
閾値と比較するように構成される。
【００３１】
　これによれば、この閾値は予め決定された、即ち医療実施者により研究において又は当
該人の評価の間に決定された閾値に特に対応し得る。他の例として、該閾値は継続的に更
新する（移動平均等）ことができる。
【００３２】
　この実施態様によれば、前記機械操作設定情報の決定は、閾値に対する前記の決定され
た睡眠品質指示情報の比較に基づくものである。この構成は、機械操作設定情報を決定す
るための簡単で分かり易い方法を定義することができるという利点を有する。人が十分に
良く眠れた場合、即ち睡眠品質指示情報が上記閾値より高い場合、１組の機械操作設定情
報が決定される。人が十分に良く眠れなかった場合、即ち睡眠品質指示情報が上記閾値よ
り低い場合、他の組の機械操作設定情報が返される。適切な閾値を決定するために、眠気
の調査に基づく評価を用いることができる。例えば、エプワース眠気スコア及びオックス
フォード眠り耐性試験を、閾値を設定するために使用することができる。他の例として、
医療実施者（又は当該人自身）が、適切な閾値を設定することができる。更に、日中の当
該人の眠気を、生理モニタを用いて監視し、これを前夜の眠りと相関させることができる
。
【００３３】
　請求項に記載されていない実施態様によれば、前記機械操作設定情報は、前記の決定さ
れた睡眠品質指示情報が閾値よりも高い場合に当該人が機械を操作することを許可される
ことを示す二進判定パラメータを含むことができる。この実施態様によれば、該機械操作
設定情報は当該人が機械を操作すべき又は動作することができるか否かを特に示す。この
ように、二進判定が返される。二進判定パラメータを決定する１つの利点は、更なる処理
が容易化されることである。例えば、当該人が当該機械を操作すべきでない又は当該機械
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の操作は完全に禁止され得るとの警報を該人に発することができる。
【００３４】
　更に他の実施態様によれば、前記データインターフェースは前記睡眠品質データに加え
て当該人の病状の進展を示す該人の医療履歴データを更に入力するように構成され、前記
睡眠品質評価ユニットは前記睡眠品質指示情報を前記入力された睡眠品質データ及び該医
療履歴データに基づいて決定するように構成される。
【００３５】
　これらの医療履歴データは、前記睡眠品質データに加えて使用される。付加的に医療履
歴データを含むことの１つの特別な利点は、睡眠品質指示情報を決定する際に人固有の環
境及び条件を考慮することができることである。例えば、或る人は高いＡＨＩにも拘わら
ず機械を操作するのに十分なほど良く眠ることができる一方、同等のＡＨＩを持つ他の人
は非常に眠気を感じ得る。これは、上記或る人が長期間にわたり無呼吸を被ることに慣れ
ている故であるか、又は、この人の生理学的条件が頻繁な中断にも拘わらず良く眠ること
を可能にする故であり得る。このような情報は、例えば、当該人を知っており且つ人がど
の程度良好に又は劣悪に眠ったかを判断することができる医療実施者により決定すること
ができる。一方、一時的な病状によりＯＳＡを被る人は、劣悪な睡眠に慣れておらず、こ
れにより、比較的低いＡＨＩにも拘わらず機械を操作する条件にはないことがあり得る。
このような効果は、当該人の医療履歴データを含めることにより補償することができる。
これらの医療履歴データは、例えば医療実施者により提供され得るか、又は標準化された
検査等における当該人の状態の評価に基づいて決定することができる。
【００３６】
　更に他の実施態様において、当該安全支援システムは、前記睡眠品質データを少なくと
も部分的に形成する少なくとも１つのセンサ信号をキャプチャするための前記データイン
ターフェースに接続された下記のセンサのうちの少なくとも１つを更に有する。即ち、前
記人の動きを示すセンサ信号をキャプチャするための加速度センサ、前記人の目の動きを
示すセンサ信号をキャプチャするためのカメラセンサ、前記人の呼吸を示すセンサ信号を
キャプチャするための流量センサ、前記人の呼吸音を示すセンサ信号をキャプチャするた
めの音響センサ、前記人の血中酸素飽和度を示すセンサ信号をキャプチャするための血中
酸素濃度センサ、及び前記人のバイタルサインを示すセンサ信号をキャプチャするための
光電式容積脈波記録センサである。
【００３７】
　この実施態様によれば、当該安全支援システムには少なくとも１つのセンサが含まれる
。該実施態様の１つの利点は、統合された装置を実現することができ、当該安全支援シス
テムの機能をボックス内のシステムの形態で、例えば可搬型装置の形態で実施化すること
を可能にすることである。前記少なくとも１つの含まれるセンサのセンサ信号のみを使用
することが可能であり、これにより、更なる外部データの入力は要さない。
【００３８】
　更に他の好ましい実施態様において、当該安全システムは、呼吸可能ガスの加圧流を発
生する圧力発生器（pressure generator）、該呼吸可能ガスの加圧流を前記人に供給する
ための患者インターフェース及び該人の呼吸を示すセンサ信号をキャプチャするための流
量センサを含む圧力支援システムを更に有し、上記流量センサは前記データインターフェ
ースに接続され、上記センサ信号は前記睡眠品質データを少なくとも部分的に形成する。
【００３９】
　当該安全支援システムをＰＡＰ装置等の圧力支援システムと統合する１つの利点は、必
要とされる睡眠品質データを、人の呼吸を表す信号を測定する流量センサから直接得るこ
とができることである。当該人は患者インターフェースに接続されるので、更なるセンサ
装置は必要とされない。この実施態様によれば、当該安全支援システムは付加的機能を提
供する改善されたＰＡＰ装置と見ることができる。
【００４０】
　更に他の実施態様において、上述した安全支援システムは、機械の操作を前記の決定さ
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れた機械操作設定情報に基づいて前記の許可された操作に限定するインターロック装置を
更に有する。
【００４１】
　これにより、当該安全支援システムは機械の操作を制限するための必要な装置に直接接
続される。これによれば、インターロック装置とは、当該機械と作用し合うと共に機械の
操作を制限（即ち、限定）又は防止することができる電子的若しくは機械的メカニズム（
例えば、車両のエンジンのイグニションを防止するイグニションインターロック）を指す
。その利点は、当該機械との通信を容易化し、効率的に実行することができることである
。
【００４２】
　本発明の上記及び他の態様は、後述する実施態様から明らかになり、斯かる実施態様を
参照して解説されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１は、本発明による安全支援システムが自動車の使用を制限するために使用さ
れる例示的応用シナリオの概要を示す。
【図２】図２は、本発明による安全支援システムの一実施態様を概略的に示す。
【図３】図３は、本発明による安全支援システムの他の実施態様を概略的に示す。
【図４】図４は、本発明による安全支援システムの更に他の実施態様を概略的に示す。
【図５】図５は、圧力支援システムに組み込まれた本発明によるシステムの他の実施態様
を示す。
【図６】図６は、自動車に組み込まれた本発明によるシステムの更に他の実施態様を概略
的に示す。
【図７】図７は、本発明の一態様による安全支援方法を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　閉塞型睡眠時無呼吸症候群（ＯＳＡ）等の睡眠障害は、影響を受ける人又は患者が、し
ばしば良く眠れず、日中に眠気に襲われ得、影響を受けない人よりも高いレベルの日中の
眠さを有するという影響を有する。例えば劣悪な夜の後等の斯様な状況において自動車を
運転する又は他の機械を操作することは、結果として、当人及び当該自動車又は機械の近
傍に居合わせる人の両方に対して危険な状況及び事故の高い危険性を生じ得る。本発明の
目標は、機械を操作しようとしている人及び他の人の安全性を、安全支援システムを提供
することにより増加させることである。
【００４５】
　ここで使用される場合、睡眠品質データとは人の睡眠に関する情報を伝達するデータを
指し得る。睡眠品質データとは、特に、睡眠中の人に関して夜間に又は睡眠期間中に捕捉
される種々の種類のセンサデータを指す。睡眠品質データは、医師又は医療支援者によっ
ても供給され得る。
【００４６】
　ここで使用される睡眠品質指示情報（指示子）とは、どの程度良く眠れたか又は良く眠
れなかったかを記述するパラメータを特に示す。良く眠れる（即ち、高い睡眠品質を有す
る）人は、通常、他の日には、良く眠れない（低睡眠品質の）人と比較して一層目覚めて
又は寛いで感じられるであろう。睡眠品質指示情報は睡眠品質を記述し（即ち、睡眠品質
に関する尺度を示し）、絶対又は相対スケールで（当該人に関する以前の値に対して、又
は他の人の睡眠品質に対して）示すことができる。例えば、パーセンテージ値を使用する
ことができる。他の例として、絶対スケール上の値（例えば、１～５又は良い／悪い等）
を使用することもできる。更に、代わりに又は加えて、当該人が眠った時間数、当該人が
夜間にどれだけ頻繁に目覚めたか等の絶対値を使用することもできる。
【００４７】
　ここで使用される機械操作設定情報とは、機械を、どの様に又はどの程度操作すること
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ができるかを定義する使用基準を特に示す。特に、機械操作設定情報は機械の操作に対す
る制限又は制約を示す。機械操作設定情報は、例えば、人が当該機械の全ての機能を使用
することは許されないということを示し得る。機械操作設定情報は、アクセス可能な機能
範囲を、即ち機械の何の機能をどの程度（例えば、時間、力、速度、期間、頻度等）アク
セスすることができるかを記述した値を含むことができる。他の例として、機械操作設定
情報は、当該機械を全く操作するこができないか否かを示す値を含むことができる。
【００４８】
　ここで使用される医療履歴データとは、患者の医療履歴を示す如何なる種類のデータ（
例えば、患者の臨床記録から取り出された何らかの情報）も示す。これによれば、医療履
歴データは定量化可能なデータ及び定量化不能なデータの両方を示すことができる。また
、医療履歴データは医師による専門家入力に基づいて決定することもできる。睡眠品質デ
ータとは対照的に、医療履歴データは、特に例えばセンサ等によりオンラインで決定する
ことはできず、解釈されることを要する全てのデータを示す。また、医療履歴データは、
より早期の時間に決定されたセンサデータも示すことができる。
【００４９】
　図１は、本発明による安全支援システム１０の応用例を示している。人１２の睡眠品質
が評価され、該人１２の睡眠品質を示す睡眠品質指示情報が決定される。この睡眠品質指
示情報に基づいて、人１２が機械１４（即ち、図１に図示された例による自動車）をどの
様に操作することができるかを示す機械操作設定情報が決定される。このことのために、
安全支援システム１０は機械１４と、特に、該機械１４内の適切な安全支援システムイン
ターフェース１６を介して通信することができ、該インターフェース１６は機械１４の操
作を許可された操作に限定するためのインターロック装置１８に接続されている。本例に
おいて、インターロック装置１８は、特に、自動車１４のエンジンのイグニションを電子
的又は機械的に防止するイグニションインターロックにより表すことができる。
【００５０】
　自動車等の車両の運転を制限することとは別に、ここに提示される安全支援システム１
０は、ロボットが操作される工業施設における、クレーンが使用される建設現場における
、運転者及び／又は関係する他の人を潜在的に危険な状態にする航空機、列車又は他の機
械のための安全性を向上させようとする場合に特に有用であり得る。決定された機械操作
設定情報は、特に、当該人が当該機械をともかく操作することができないか否かを示す二
進パラメータを含むことができる。しかしながら、当該機械操作設定情報は最大運転持続
時間、搭乗させる乗客の数、ペイロード、休憩無しでの運転期間、運転速度、操作速度、
所要の休止又は監視／援助等も含むことができる。
【００５１】
　図２は、本発明による安全支援システム１０の第１実施態様１０ａを概略的に示す。こ
の安全支援システム１０ａは、人の睡眠品質に関する情報を伝達する睡眠品質データを入
力するためのデータインターフェース２０を有する。このようなデータインターフェース
２０は、データの入力を可能にする如何なる種類の標準的又は非標準的直列若しくは並列
、有線若しくは無線インターフェースにより代表され得る。当該安全支援システム１０ａ
が使用される前後関係に依存して、データインターフェース２０は、特に、如何なる種類
のセンサ装置、データベース、医療情報システム又はヒューマン・マシン・インターフェ
ースに接続することもできる。これによれば、該接続は直接的なもの又はインターネット
若しくは他のネットワーク等の中間システムを介してのものとすることができる。
【００５２】
　システム１０ａは、更に、人１２の睡眠品質を示す睡眠品質指示情報を、入力された睡
眠品質データに基づいて決定するための睡眠品質評価ユニット２２を有している。入力さ
れた睡眠品質データに依存して、睡眠品質指示情報を決定するための種々の代替物が存在
する。睡眠品質指示情報は、例えば、絶対又は相対スケール上の値、当該睡眠品質を異な
る次元（例えば、睡眠持続時間、覚醒事象、中断、無呼吸／呼吸低下の数／強度／持続時
間、心拍数変動、使用薬物等）で評価する多次元値に対応することができる。
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【００５３】
　更に、システム１０ａは当該人のための機械操作設定情報を上記睡眠品質指示情報に基
づいて決定する安全ユニット２４も有する。この場合、該機械操作設定情報は当該人によ
る機械の許可された操作を示す。機械操作設定情報は、当該人が当該機械を操作すること
がともかく許可されているか否かの二進指示情報、人が当該機械を何時又はどの程度長く
操作することができるかの時間指示情報、車両の最大速度、クレーンの最大荷重、機械の
最大寸法、当該人の最少所要休息時間、当該機械の何れかの可動部分の最大速度等に対応
し得る。この場合、これらの決定された機械操作設定情報は機械の操作を管理するための
基礎を形成する。
【００５４】
　このことのために、システム１０ａは機械と通信するための機械インターフェース２６
を更に有している。前記データインターフェース２０と同様に、該機械インターフェース
２６も、如何なる種類の直列若しくは並列、有線若しくは無線の標準的又は非標準的デー
タインターフェースにより表すことができる。当該機械との通信は、直接的に又はインタ
ーネット若しくは他のネットワーク等の中間システムを介して動作することができる。当
該通信がスマートフォン等のモバイル装置又はパーソナル情報装置を介して実行されるこ
とも可能であり、斯かる装置は、更に、ネットワーク接続を有さないで（即ち、オフライ
ン動作モードで）コードを伝達することを可能にすることもできる。
【００５５】
　これによれば、インターフェース２０，２６及びユニット２２，２４は、例えば特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ
）又は標準的マイクロコントローラユニット（ＭＣＵ）等として別個に実施化することが
できる。異なるインターフェース２０，２６及びユニット２２，２４は、１以上のプロセ
ッサ等の形態で、別個に又は異なる組み合わせで構成することができる。インターフェー
ス２０，２６及びユニット２２，２４は、部分的に又は完全に、ハードウェア又はソフト
ウェアで構成することができる。他の例として、インターフェース２０，２６及びユニッ
ト２２，２４の幾つか又は全ては、インターネットに基づく（サーバに基づく）システム
の一部とすることができ、又はパーソナルコンピュータ内で実施化することができる。
【００５６】
　本発明の好ましい実施態様において、睡眠品質評価ユニット２２は、入力された睡眠品
質データに基づいて無呼吸／呼吸低下指標（ＡＨＩ）を決定するように構成される。この
ようなＡＨＩ又は該ＡＨＩの推定値は、ＯＳＡを被る患者の睡眠品質に関する標準的尺度
であり、所定の期間における無呼吸及び／又は呼吸低下事象の数である。１５なるＡＨＩ
は、例えば、時間当たり１５回の無呼吸又は呼吸低下事象の合計数に相当し得る。ＡＨＩ
を決定する場合、１つの標準的方法は、終夜睡眠ポリグラフ法（ＯＰＧ）の使用である。
該方法は典型的に検査室を必要とし、現在のところ、しばしば、家庭での使用には実際に
は整っていないと考えられている。しかしながら、使用されるセンサ装置は家庭用にも利
用可能であり、睡眠ポリグラフ法を家庭で患者に適用することも相当に可能であり得る。
【００５７】
　また、ＡＨＩを異なる睡眠品質データ及び適切に訓練されたニューラルネットワーク（
人工ニューラルネットワーク）に基づいて決定するためにニューラルネットワーク解析を
利用することも可能である。また、ＡＨＩ又は他の睡眠品質指示情報を決定するために他
の機械学習型方法を用いることもできる。
【００５８】
　安全支援システム１０ａは、例えば、機械と対話する手持ち装置（スマートフォン、リ
ストバンド、腕時計等）の形態で、機械及び／又は医師と対話するインターネット型シス
テムの形態で、仕事に行くために自動車を運転するよりも交通機関を使用すべきであると
の結論に至った場合に患者により早く目覚めさせる目覚まし時計の形態で、又は種々の他
の形態で実施化することができる。決定された機械操作設定情報に依存して人の行動／資
源が再編成されることも可能である。例えば、当該システムが、疲労した人が工場におい
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て機械を使用することを防止するために使用される場合、当該決定された情報は当該機械
を操作するために交代要員が編成されたことを確認するために直接使用することができる
。このような機能は、追加のシステムにより提供することができるか、又は本発明の他の
実施態様に組み込むことができる。
【００５９】
　図３は、本発明による安全支援システム１０の他の好ましい実施態様１０ｂを示す。該
実施態様において、データインターフェース２０は少なくとも部分的に睡眠品質データを
形成するセンサ信号をキャプチャ（捕捉）する複数のセンサに接続されている。
【００６０】
　人１２のベッド（又は椅子）３０に取り付けられた加速度センサ２８が図示されている
。斯かる加速度センサ２８は人１２の動きを測定することができ、該動きから人１２が寝
ているか否かを推定することができる。このために、加速度センサ２８は人１２に直接取
り付けることができるか、又は該人１２に接触する衣服若しくは家具に間接的に取り付け
ることができる。このような加速度センサ２８は、１次元又は多次元センサ信号、特には
人１２の動き若しくは該人の動きの強さを示すセンサ信号を出力することができる。大き
な動きの強さは、劣悪な睡眠を示し得る。
【００６１】
　更に、図３には人１２の目の動きを示すセンサ信号をキャプチャするためのカメラセン
サ３２も図示されている。斯様なカメラ信号は、ＣＭＯＳ又はＣＣＤセンサからのアナロ
グ若しくはデジタル信号であって、恐らくは、キャプチャされた画像信号から特定の情報
を抽出するために画像処理装置内で前処理された信号に対応し得る。例えば、画像シーケ
ンス又はビデオ信号を、人のバイタルサイン（心拍数、血液酸素化、呼吸数等）を表す光
電式容積脈波記録信号を決定するために処理することができる。人１２の目の動きに関す
る情報を抽出するために画像処理方法を使用することもできる。通常、高いレベルの目の
動きを示す人は良く眠っていない。
【００６２】
　更に、人１２の呼吸を示すセンサ信号をキャプチャための流量センサ３４も図示されて
いる。図示された例において、流量センサ３４は、ＰＡＰ装置（例えば、ＣＰＡＰ又はＢ
ｉＰＡＰ装置）等の呼吸支援システム３６の患者インターフェースに組み込まれる。この
ような流量センサ３４は、特に、どれだけ多く人１２が呼吸するか、どれだけ頻繁に人１
２が呼吸するか、無呼吸／呼吸低下事象の数、必要とされる呼吸支援、供給される呼吸支
援の圧力等を示す信号をキャプチャすることができる。
【００６３】
　更に、人１２の呼吸音を示すセンサ信号をキャプチャするための音響センサ３８が図示
されている。呼吸音とは、特に、鼾音を指す。しかしながら、呼吸音は気流（口の気流又
は鼻の気流）を示すこともできる。即ち、空気が出入りする音は、どの位多くの空気が出
入りしているかの指示情報を提供し得る。このような音響センサ３８は、特に、全ての雑
音をキャプチャすると共に該雑音から鼾に関する情報（音量、強さ、頻度等）又は気流に
関する情報を抽出するために人１２の又は人１２の頭部の近傍に取り付けられたマイクロ
フォンにより表すことができる。この音響センサ３８は、キャプチャされた信号を前処理
するための前処理装置を含むこともできる。
【００６４】
　更に、図３は人１２の血中酸素飽和度を示すセンサ信号をキャプチャするための血液酸
素化（血中酸素濃度）センサ４０も示す。一例として、指クリップパルス酸素濃度計４０
が図示されている。しかしながら、等価な又は同等の情報を提供する他のセンサを用いる
こともできる。
【００６５】
　更に、光電式容積脈波記録（ＰＰＧ）センサ４１も図示されている。このようなＰＰＧ
センサ４１は、ＰＰＧ波形を、フォトセンサによりキャプチャされた明るさ又は輝度値の
変動から導出することを可能にする。患者１２のバイタルサインに関する該ＰＰＧ波形情
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報から、特に、心拍数、血中酸素飽和度又は呼吸数を抽出することができる。図示した例
においては、カメラに組み込まれた遠隔（ＲＰＰＧ）センサが示されている。このような
ＲＰＰＧセンサ４１は、ＰＰＧ波形を得るために画像センサ（例えば、カメラに含まれる
）を利用する。カメラセンサ３２がＰＰＧ波形を取得するためにも使用される（即ち、カ
メラセンサ３２及びＰＰＧセンサ４１が統合される）ことも可能であり得る。
【００６６】
　図示された別々のセンサは、何からの種類の有線又は無線チャンネルを介してシステム
１０ｂと通信し、これらセンサのセンサ信号を連続的に又は順番に供給することができる
。上記各センサは別々の装置に組み込むことができ、又は複数のセンサを単一の装置に組
み込むことができる。例えば、システム１０ｂがスマートフォン等の手持ち装置の形態で
実施化される場合、この手持ち装置は、標準的センサが繋がり、それらのセンサのセンサ
信号を供給することを可能にするブルートゥース（登録商標）又は他の有線若しくは無線
通信インターフェースを含むことができる。この場合、これらセンサ信号は少なくとも部
分的に睡眠品質データを形成し、該睡眠品質データに基づいて睡眠品質指示情報及び機械
操作設定情報が決定される。
【００６７】
　本発明によるシステム１０の他の実施態様１０ｃにおいて、該システムは上記センサの
うちの１以上を含む。即ち、上記センサのうちの１以上がシステム１０ｃに組み込まれる
。例えば、図示された安全支援システム１０ｃは（組み込まれた）加速度センサ２８’、
カメラセンサ３２’、音響センサ３８’、血中酸素濃度センサ４０’及び光電式容積脈波
記録センサ４１’を含むことができる。このように、図示された実施態様１０ｃは、デー
タ処理部及びセンサ部の両方を１つの装置内に含む内蔵型装置に対応する。このような装
置は、特に、例えばスマートフォン又はリストバンド等の手持ち装置に対応し得る。この
場合、ここに記載した安全支援システムをスマートフォン・アプリケーションの形態で利
用することが可能であり得る。また、専用の（即ち、別体の）装置が使用されることも可
能である。
【００６８】
　主に加速度センサの評価に基づいて睡眠品質に関する情報を供給する装置又はスマート
フォン・アプリケーションの例は、Beddit (http://www.beddit.com/), Jawbone (https:
//jawbone.com/up), Fitbit (http://www.fitbit.com)及びSleep Cycle (http://www.sle
epcycle.com/)を含む。これらの装置又はアプリケーションはセンサ信号を本発明による
システムに供給するために使用することができる。
【００６９】
　図５は、本発明によるシステム１０の更に他の好ましい実施態様１０ｄを概略的に示す
。この実施態様によれば、システムは前述したようなデータインターフェース２０、睡眠
品質評価ユニット２２、安全ユニット２４及び機械インターフェース２６を有する。加え
て、該システム１０ｄは圧力発生器４２、患者インターフェース４４及び流量センサ４６
を含む圧力支援システム３６を有している。この場合、圧力発生器４２は特にポンプを含
むことができる。このポンプにより、呼吸可能ガスの加圧流が発生される。この加圧流は
ＯＳＡを患う人１２に患者インターフェース４４を介して供給される。このような患者イ
ンターフェース４４は、特に、空気マスクにより代表され、上記圧力発生器にホース等に
より接続することができる。流量センサ４６は人１２の呼吸に関する情報を供給する。前
述したように、呼吸に関する斯様な情報は、特に、どれだけの頻度で人が呼吸するか、ど
れだけ多くの支援を該人が必要とするか、どの様な種類のガスが供給されるか、どれだけ
頻繁に該人が無呼吸／呼吸低下事象を受けるか等を示すセンサ信号を含むことができる。
【００７０】
　このように、図示されたシステム１０ｄは、本発明による追加の安全支援機能を組み込
んだＰＡＰ装置に相当する。
【００７１】
　図６は、本発明によるシステム１０の更に他の実施態様１０ｅを示す。この実施態様に



(15) JP 6629199 B2 2020.1.15

10

20

30

40

50

よれば、システム１０ｅは機械（図示された例では自動車）に組み込まれる。このような
システム１０ｅは、例えば、本発明による機能を内蔵した、後で組み込まれる装置に相当
し得る。本発明による該システムが機械１４の製造者により事前に組み込まれることも可
能であり得る。これによれば、システム１０ｅはインターロック装置１８に接続され、該
インターロック装置は機械操作設定情報により示されるように機械１４の操作を限定する
、即ち使用を制限することを可能にする。また、システム１０ｅがインターロック装置１
８と統合される、即ち該インターロック装置１８を含むこともできる。
【００７２】
　実施態様１０ｅは、必要とされる睡眠品質データを、先だって夜間に収集されたセンサ
データを通知する手持ち装置からデータインターフェースを介して受信することができる
。他の例として、システム１０ｅはデータを、例えば人の呼吸を示す流量センサデータ又
はＡＨＩ推定値を供給するインターネット対応ＰＡＰ装置によって提供されるインターネ
ット接続を介して受信することもできる。
【００７３】
　機械１４は、例えば、使用することができるようになる前に固有のコードを必要とし得
る。即ち、インターロック装置１８はコードに基づいて機能することができる。インター
ロック装置１８は、機械１４の管理システムの一部とすることができるか、又は始動モー
タと“直列”に配置される追加の装置とすることができる。機械１４又は上記“直列”装
置はネットワーク接続（例えば、ブルートゥース（登録商標））を有することができ、該
ネットワーク接続を介して上記コードはモバイル装置（例えば、スマートフォン又はキー
・フォブ等）から機械１４又は上記“直列”装置に受け渡され得る。
【００７４】
　他の例として、ここに開示される安全支援システム１０は圧力支援システムと統合する
ことができる。この安全支援システム１０は当該人が当該機械内のキーパッドに入力しな
ければならない数値コードを発行することができる（コードは一日また一日と異なること
ができるが、当該機械のシステムにより解読することができる）。更に、該機械及び安全
支援システムの両者はインターネット対応とされ、直接通信することができる。例えば、
機械１４の始動回路がスマートフォン又は他の装置との無線接続を必要とすると共に、該
スマートフォンが機械１４を始動するための安全コードを付与することを要することもあ
り得る。決定された機械操作設定情報に依存して、上記スマートフォンは、これを付与す
るか又は付与しない。他の実施態様においては、治療装置が、人１２が運転することが安
全であるか否かを直接決定することができる。もし安全なら、該治療装置はネットワーク
リンクを介して当該スマートフォンにソフトウェアコードを発行することができる。次い
で、該スマートフォンは該ソフトウェアコードを機械１４に送信する（機械１４は、操作
され得るようになる前に該コードを必要とする）。
【００７５】
　図７には、本発明による方法が概略的に示されている。この方法は、睡眠品質データを
入力するステップ（ステップＳ１０）と、該データに基づいて睡眠品質指示情報を決定す
るステップ（ステップＳ１２）と、該睡眠品質指示情報に基づいて機械操作設定情報を決
定するステップ（ステップＳ１４）とを含み、上記機械操作設定情報は人による機械の許
可された操作を示す。このような方法は、例えば、パーソナルコンピュータ、マイクロコ
ントローラ、インターネットサーバ、圧力支援システムに含まれるプロセッサ、機械（特
に、自動車）に含まれるプロセッサ等において実行することができる。該方法の上記の異
なるステップは、特には、コンピュータプログラムのステップと解釈することができる。
【００７６】
　以上、本発明を図面及び上記記載において詳細に図示及び説明したが、このような図示
及び説明は解説的又は例示的なものであって限定するものではないと見なされるべきであ
る。即ち、本発明は開示された実施態様に限定されるものではない。当業者によれば、請
求項に記載された本発明を実施するに際して図面、本開示及び添付請求項の精査から、開
示された実施態様に対する他の変形例を理解し、実施することができるものである。
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【００７７】
　尚、請求項において、“有する”なる文言は他の要素又はステップを排除するものでは
なく、単数形は複数を排除するものではない。また、単一の要素又は他のユニットは、請
求項に記載された幾つかの項目の機能を満たすことができる。また、特定の手段が相互に
異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これら手段の組み合わせを有利
に使用することができないということを示すものではない。
【００７８】
　また、コンピュータプログラムは、光記憶媒体又は他のハードウェアと一緒に若しくは
斯かるハードウェアの一部として供給される固体媒体等の適切な非一時的媒体により記憶
／分配することができるのみならず、インターネット又は他の有線若しくは無線通信シス
テムを介してのように、他の形態で分配することもできる。
【００７９】
　また、請求項における如何なる符号も、当該範囲を限定するものと見なしてはならない
。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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